
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数組の配線と開口とであって、

前 縁と前記配線を覆う絶縁膜に設け
られる前記開口との間の距離が同一方向へ順次に異なり、複数の前記配線の各々の電気抵
抗が互いに等しい前記複数組の配線と開口とを準備する工程と、
前記複数組の配線と開口との間の を調べる工程と
を具備することを特徴とする合わせずれ測定方法。
【請求項２】
複数組の配線及び開口であって、

前 縁と前記配線を覆う絶縁膜に設け
られている前記開口との間の距離が同一方向へ順次に異なっており、複数の前記配線の各
々の電気抵抗が互いに等しい前記複数組の配線及び開口を具備することを特徴とする合わ
せずれ測定パターン。
【請求項３】
前記各々の配線に対して複数の前記開口が設けられていることを特徴とする請求項 記載
の合わせずれ測定パターン。
【請求項４】
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前記低抵抗部に前記開口が接触している前記配線を具備していることを特徴とする請求項
記載の合わせずれ測定パターン。

【請求項５】
複数の前記配線同士及び複数の前記開口同士が夫々並列に接続されていることを特徴とす
る請求項２記載の合わせずれ測定パターン。
【請求項６】
前記複数組の配線及び開口同士の対が前記同一方向で互いに線対称に配置されていること
を特徴とする請求項２記載の合わせずれ測定パターン。
【請求項７】
前記配線及び開口の各組において前記距離が最小線幅の１／５ずつ互いに異なっているこ
とを特徴とする請求項２記載の合わせずれ測定パターン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願の発明は、半導体装置を製造する際のリソグラフィ工程における合わせずれを測定す
るための方法及びパターンに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置の高集積化に伴って、最小の設計ルールが微細化され、リソグラフィ技術にお
ける解像度も向上している。そして、解像度の向上に伴って、ウェハ上に既に設けられて
いるパターンとリソグラフィ工程における露光用のマスクからの投影像との合わせ精度も
向上しているので、合わせずれの測定にも高い精度が要求されている。
【０００３】
合わせずれを測定するための方法としては、合わせずれ測定用の下層側パターンと上層側
パターンとを光学顕微鏡で見比べる方法や、上層側パターンとしての開口を絶縁膜に形成
した後にこの開口を介して絶縁膜下の下層側パターンを観察して下層側パターンと上層側
パターンとを見比べる方法等が従来から考えられている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、合わせずれ測定用の下層側パターンと上層側パターンとを光学顕微鏡で見比べる
方法では、光学顕微鏡における解像度の限界から十分な精度を得ることができず、ハーフ
ミクロンやサブミクロン世代の半導体装置に対して合わせずれを高い精度では測定するこ
とができなかった。
【０００５】
なお、走査型電子顕微鏡は光学顕微鏡に比べて高い解像度を有しているので、リソグラフ
ィ工程において、パターニングした線の幅や開口の径を測定するために用いられている。
しかし、走査型電子顕微鏡は観察物の表面から発生する二次電子による像を観察している
ので、下層側パターンが層間絶縁膜等に覆われている場合は、この下層側パターンを観察
することができなくて、走査型電子顕微鏡を用いて合わせずれを測定することは困難であ
る。
【０００６】
また、上層側パターンとしての開口を絶縁膜に形成した後にこの開口を介して絶縁膜下の
下層側パターンを観察して下層側パターンと上層側パターンとを見比べる方法でも、開口
上に層間絶縁膜等が形成されると、やはり、走査型電子顕微鏡を用いて合わせずれを測定
することが困難である。
【０００７】
更に、従来の何れの方法でも、合わせずれを電気的に測定することができなかったので、
半導体装置の製造後に合わせずれを容易には測定することができなかった。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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本願の発明による合わせずれ測定方法は、複数組の配線と開口とであって、

前 縁と前記配線を覆う絶縁膜に設けられる前記開口との間の距離が同一方向へ順次
に異なり、複数の前記配線の各々の電気抵抗が互いに等しい前記複数組の配線と開口とを
準備する工程と、前記複数組の配線と開口との間の を調べる工程とを具備してい
る。
【０００９】
本願の発明による合わせずれ測定パターンは、複数組の配線及び開口であって、

前 縁と前記配線を覆う絶縁膜に設けられている前記開口との間の距離が同一方
向へ順次に異なっており、複数の前記配線の各々の電気抵抗が互いに等しい前記複数組の
配線及び開口を具備している。
【００１０】
本願の発明による合わせずれ測定パターンは 記各々の配線に対して複数の前記開口が
設けられていることが好ましい。
【００１１】
本願の発明による合わせずれ測定パターンは、前記低抵抗部に前記開口が接触している前
記配線を具備していることが好ましい。
【００１２】
本願の発明による合わせずれ測定パターンは、複数の前記配線同士及び複数の前記開口同
士が夫々並列に接続されていることが好ましい。
【００１３】
本願の発明による合わせずれ測定パターンは、前記複数組の配線及び開口同士の対が前記
同一方向で互いに線対称に配置されていることが好ましい。
【００１４】
本願の発明による合わせずれ測定パターンは、前記配線及び開口の各組において前記距離
が最小線幅の１／５ずつ互いに異なっていることが好ましい。
【００１５】
本願の発明による合わせずれ測定方法では、配線の端縁と開口との間の距離が同一方向へ
順次に異なる複数組の配線と開口との間の を調べているが、上述の同一方向にお
ける配線と開口との合わせずれによって、導通する配線と開口との組の数が異なる。この
ため、複数組の配線と開口との間の を調べることによって、配線と開口との合わ
せずれを電気的に測定することができる。
【００１６】

しかも、複数の配線の各々の電気抵抗が
互いに等しい 互いに接触している配線と開口との組の数を正確に得ることが
できる。
【００１７】
本願の発明による合わせずれ測定パターンでは、配線の端縁と開口との間の距離が同一方
向へ順次に異なる複数組の配線及び開口を具備しているので、上述の同一方向における配
線と開口との合わせずれによって、互いに接触する配線と開口との組の数が異なる。この
ため、複数組の配線と開口との間の を調べることによって、配線と開口との合わ
せずれを電気的に測定することができる
【００１８】
また、開口との間の距離が規定されている端縁を有している低抵抗部と各々の配線の電気
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抵抗を決定している高抵抗部とを各々の配線が 、低抵抗部と開口とが接触
して開口内の測定端子と低抵抗部との間に接触抵抗が生じても、この接触抵抗によっては
各々の配線の電気抵抗が実質的には変動しない

、互いに接触している配線と開口との組の数を正確に得ることが
できる。
【００１９】
また、各々の配線に対して複数の開口が設けられていれば、開口が単一である構造に比べ
て開口内の測定端子と低抵抗部との間の接触抵抗が低いので、この接触抵抗による各々の
配線の電気抵抗の変動が更に少ない。このため、互いに接触している配線と開口との組の
数を更に正確に得ることができる。
【００２０】
また、低抵抗部に開口が接触している配線を具備していれば、この配線と開口とが必ず導
通する。このため、この配線に電流を流すことによって、高抵抗部の電気抵抗つまり配線
の電気抵抗を把握しておくことができるので、互いに接触している配線と開口との組の数
を容易に得ることができる。
【００２１】
また、複数の配線同士及び複数の開口同士が夫々並列に接続されていれば、測定端子数が
少ないので、複数組の配線と開口との間の を簡易に調べることができる。
【００２２】
また、合わせずれを測定すべき方向で複数組の配線及び開口同士の対が互いに線対称に配
置されていれば、配線の幅や開口の径が設計値から変動していても、両方の合わせずれの
中間値を採用することによって、配線と開口との実際の合わせずれを測定することができ
る。
【００２３】
また、配線及び開口の各組において配線の端縁と開口との間の距離が最小線幅の１／５ず
つ互いに異なっていれば、この最小線幅の１／５の精度で合わせずれを測定することがで
きる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本願の発明の第１及び第２参考形態並びに第１～第３実施形態を、図１～７を参照
しながら説明する。図１、２が、第１参考形態を示している。この第１参考形態は、５本
の配線１１～１５とこれらの配線１１～１５を覆っている層間絶縁膜（図示せず）に設け
られている５個の開口２１～２５とを含む合わせずれ測定パターンを具備している。
【００２５】
５本の配線１１～１５は、それらの端縁１１ａ～１５ａが配線１１～１５の延在方向に最
小線幅の１／５ずつ順次にずれて配置されており、５個の開口２１～２５は、配線１１～
１５の端縁１１ａ～１５ａ側に配線１１～１５の延在方向とは垂直な方向に配置されてい
る。
【００２６】
図１は、配線１１～１５に対する合わせずれが開口２１～２５に生じていない状態を示し
ており、この図１の状態では、配線１１～１３と開口２１～２３とは接触していないが、
配線１４、１５と開口２４、２５とが接触している。これらの接触状態は、配線１１～１
５と開口２１～２５とに５組の測定端子を設け、各組の測定端子間に電圧を印加して、こ
れらの測定端子間における電気抵抗を測定することによって確認することができる。
【００２７】
一方、図２は、配線１１～１５の延在方向においてこれらの配線１１～１５に対する合わ
せずれが開口２１～２５に生じている状態を示している。もし、開口２１～２５が配線１
１～１５に接近する方向へ合わせずれが生じていれば、図１の状態に比べて、新たに開口
２３が配線１３に接触している。また、開口２１～２５が配線１１～１５から離間する方
向へ合わせずれが生じていれば、図１の状態に比べて、新たに開口２４が配線１４から離
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間している。
【００２８】
従って、これらの接触状態を確認することによって、図２の状態では、開口２１～２５が
配線１１～１５に接近する方向及び配線１１～１５から離間する方向の何れに合わせずれ
が生じていても、これらの合わせずれが最小線幅の１／５程度であることが分かる。
【００２９】
図３、４が、第２参考形態を示している。この第２参考形態も、配線１１～１５の端縁１
１ａ～１５ａが配線１１～１５の延在方向とは垂直な方向に配置されており、開口２１～
２５が配線１１～１５の延在方向へ最小線幅の１／５ずつ順次にずれて配置されているこ
とを除いて、図１、２に示した第１参考形態と実質的に同様の構成を有している。この様
な第２参考形態でも、第１参考形態と同様の作用効果を奏することができる。
【００３０】
図５が、第１実施形態を示している。この第１実施形態における合わせずれ測定パターン
では、５本の配線３１～３５の各々が幅の広い低抵抗部３１ｂ～３５ｂと幅の狭い高抵抗
部３１ｃ～３５ｃとを有しており、これらの配線３１～３５はそれらの端縁３１ａ～３５
ａが配線３１～３５の延在方向にΔＸずつ順次にずれて配置されている。
【００３１】
高抵抗部３１ｃ～３５ｃは、低抵抗部３１ｂ～３５ｂと同じ材料から成っているが、長さ
が長く且つ幅が狭いので、十分に高い電気抵抗を有していて、これらの高抵抗部３１ｃ～
３５ｃの電気抵抗が各配線３１～３５の電気抵抗を実質的に決定している。例えば、配線
３１～３５の材料のシート抵抗を１０Ω／□とすると、長さ＝１００μｍ、幅＝１μｍに
して、各高抵抗部３１ｃ～３５ｃが１ｋΩの電気抵抗を有する様に設計されている。
【００３２】
配線３１～３５は電流取り出し用の１本の配線３６で並列に接続されており、５組の開口
５１～５５が配線３１～３５の端縁３１ａ～３５ａ側に配線３１～３５の延在方向とは垂
直な方向に配置されている。開口５１～５５の各々の個数としては、これらの開口５１～
５５に設けられる測定端子と配線３１～３５との接触抵抗が高くなっても、高抵抗部３１
ｃ～３５ｃの電気抵抗が各配線３１～３５の電気抵抗を実質的に決定する様に、可能であ
れば１０個以上にする。
【００３３】
そして、配線４１～４６及び開口６１～６５が、配線３１～３５の延在方向で配線３１～
３６及び開口５１～５５と線対称に配置されており、開口５１～５５及び開口６１～６５
が電流供給用の１本の配線７１で並列に接続されている。以上の様な第１実施形態では、
配線３１～３３、４１～４３と開口５１～５３、６１～６３とは接触していないが、配線
３４、３５、４４、４５と開口５４、５５、６４、６５とが夫々接触している。
【００３４】
従って、配線７１から配線３６または配線４６へ電流を流せば、電流値 o u t 1または電流値
Ｉ o u t 2と電位差Ｖ i n－Ｖ o u t 1または電位差Ｖ i n－Ｖ o u t 2とから決定される電気抵抗は、高
抵抗部３４ｃ、３５ｃまたは高抵抗部４４ｃ、４５ｃの並列抵抗である５００Ωになって
、配線３４、３５、４４、４５と開口５４、５５、６４、６５とが夫々接触していること
が分かる。
【００３５】
なお、低抵抗部３１ｂ～３５ｂ、４１ｂ～４５ｂの長さが互いに異なっており、また、配
線３６、４６にも電気抵抗が存在しているので、何れの高抵抗部３１ｃ～３５ｃ、４１ｃ
～４５ｃの電気抵抗も総て１ｋΩであるとすると、例えば、高抵抗部３４ｃ、３５ｃまた
は高抵抗部４４ｃ、４５ｃの並列抵抗は正確には５００Ωにならない。
【００３６】
従って、その様な場合は、高抵抗部３１ｃ～３５ｃ、４１ｃ～４５ｃの電気抵抗を順次に
異ならせたりして、配線３６、４６を含む配線３１～３５、４１～４５の電気抵抗を互い
に等しくしておけば、配線３１～３５、４１～４５と開口５１～５５、６１～６５との接
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触状態つまり合わせずれを正確に測定することができる。
【００３７】
図６が、第２実施形態を示している。図５に示した第１実施形態は、配線３１～３６、４
１～４６の幅及び開口５１～５５、６１～６５の径が設計値から変動しておらず、配線３
１～３５、４１～４５に対する開口５１～５５、６１～６５の合わせずれも生じていない
場合であるが、この第２実施形態は、配線３１～３６、４１～４６の幅の変動と配線３１
～３５、４１～４５に対する開口５１～５５、６１～６５の合わせずれとが同時に生じて
いる場合である。
【００３８】
配線３１～３６、４１～４６の幅及び開口５１～５５、６１～６５の径の設計値からの変
動は、パターニング時のテーパエッチング等によって配線３１～３６、４１～４６や開口
５１～５５、６１～６５の全周において生じる。但し、この第２実施形態では配線３１～
３５、４１～４５の延在方向における合わせずれを測定するので、配線３１～３５、４１
～４５の端縁３１ａ～３５ａ、４１ａ～４５ａにのみ変動分７２が図示されている。
【００３９】
この第２実施形態では、Ｉ i n、Ｖ i n、Ｉ o u t 1、Ｖ o u t 1、Ｉ o u t 2、Ｖ o u t 2の測定結果から、
配線３２～３５、４５と開口５２～５５、６５とが夫々接触していることが分かる。
【００４０】
一方、図５に示した様に、合わせずれが生じていない場合は、開口５１～５５のうちで配
線３１～３５と接触しているのは開口５４、５５のみであるので、この第２実施形態では
、新たに開口５２、５３が配線３２、３３と接触している。従って、開口５１～５５は、
２ΔＸ程度だけ配線３１～３５側へずれていることが分かる。
【００４１】
また、図５に示した様に、合わせずれが生じていない場合は、開口６１～６５のうちで配
線４１～４５と接触しているのは開口６４、６５であるので、この第２実施形態では、新
たに開口６４が配線４４から離間している。従って、開口６１～６５は、ΔＸ程度だけ配
線３１～３５側へずれていることが分かる。
【００４２】
この様に開口５１～５５と開口６１～６５とで合わせずれが互いに異なっているのは、配
線３１～３５、４１～４５の幅に変動分７２が加わっているためである。従って、開口５
１～５５の合わせずれと開口６１～６５の合わせずれとの中間値を採用して、配線３１～
３５側への１．５ΔＸ程度が開口５１～５５、６１～６５と配線３１～３５、４１～４５
との実際の合わせずれである。
【００４３】
なお、以上の第２実施形態では、配線３１～３６、４１～４６の幅のみが変動して、開口
５１～５５、６１～６５の径は変動していないとしたが、開口５１～５５、６１～６５と
配線３１～３５、４１～４５との接触から合わせずれが求められるので、開口５１～５５
、６１～６５の径が変動している場合や、配線３１～３６、４１～４６の幅と開口５１～
５５、６１～６５の径との両方が変動している場合でも、この第２実施形態と同様にして
合わせずれが求められる。
【００４４】
図７が、第３実施形態を示している。この第３実施形態における合わせずれ測定パターン
には、配線３５、４５の低抵抗部３５ｂ、４５ｂが連なったパターンの低抵抗部７３ｂと
、この低抵抗部７３ｂの一方側及び他方側に夫々１本及び５本ずつ接続されている高抵抗
部７３ｃとを有する配線７３が、配線３５、４５の代わりに設けられている。
【００４５】
また、低抵抗部７３ｂの一方側及び他方側の高抵抗部７３ｃに夫々電流取り出し用の配線
７４、７５が接続されている。以上の点を除いて、この第３実施形態における合わせずれ
測定パターンも、図５に示した第１実施形態の合わせずれ測定パターンと実質的に同様の
構成を有している。
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【００４６】
この様な第３実施形態では、最大の合わせずれが生じた場合でも配線７３の低抵抗部７３
ｂと開口５５、６５とが確実に接触するので、配線７１から配線７４または配線７５へ電
流を流すことによって、高抵抗部７３ｃの電気抵抗を予め把握しておくことができる。こ
のため、配線７１から配線３６または配線４６へ電流を流すことによって求めた電気抵抗
から、合わせずれを容易に求めることができる。
【００４７】
なお、以上の第１～第３実施形態では、第１参考形態と同様に配線３１～３５、４１～４
５の端縁３１ａ～３５ａ、４１ａ～４５ａの位置を順次にずらしているが、第２参考形態
の様に開口５１～５５、６１～６５の位置を順次にずらしてもよい。
【００４８】
また、これらのずらし量も、最小線幅の１／５程度以下であれば、半導体装置の動作に支
障がない妥当な精度で合わせずれを測定することができるので、ずらし量の合計が合わせ
ずれの測定に十分な値になる範囲内で、上述のずらし量や配線及び開口の数を適宜に選択
することができる。
【００４９】
また、第１～第３実施形態では、開口５１～５５、６１～６５の各々が正方形に近い微小
な複数個の開口から成っているが、これらの開口５１～５５、６１～６５の各々が長方形
の単一の開口から成っていてもよい。更に、上述の第１及び第２参考形態並びに第１～第
３実施形態の何れにおいても、図面中の左右方向における合わせずれを測定しているが、
合わせずれ測定パターンを９０°回転させることによって、図面中の上下方向における合
わせずれをも測定することができる。
【００５０】
【発明の効果】
本願の発明による合わせずれ測定方法では、複数組の配線と開口との間の を調べ
ることによって、配線と開口との合わせずれを電気的に測定することができ、しかも、互
いに接触している配線と開口との組の数を正確に得ることができる。このため、合わせず
れを高い精度で測定することができ、しかも、半導体装置の製造後でも合わせずれを容易
に測定することができる。
【００５１】
本願の発明による合わせずれ測定パターンでは、複数組の配線と開口との間の を
調べることによって、配線と開口との合わせずれを電気的に測定することができ、しかも
、互いに接触している配線と開口との組の数を正確に得ることができる。このため、合わ
せずれを高い精度で測定することができ、しかも、半導体装置の製造後でも合わせずれを
容易に測定することができる
【００５２】
また、各々の配線に対して複数の開口が設けられていれば、互いに接触している配線と開
口との組の数を更に正確に得ることができるので、合わせずれを更に高い精度で測定する
ことができる。
【００５３】
また、低抵抗部に開口が接触している配線を具備していれば、互いに接触している配線と
開口との組の数を容易に得ることができるので、合わせずれを容易に測定することができ
る。
【００５４】
また、複数の配線同士及び複数の開口同士が夫々並列に接続されていれば、複数組の配線
と開口との間の を簡易に調べることができるので、合わせずれを簡易に測定する
ことができる。
【００５５】
また、合わせずれを測定すべき方向で複数組の配線及び開口同士の対が互いに線対称に配
置されていれば、配線の幅や開口の径が設計値から変動していても、配線と開口との実際
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の合わせずれを測定することができるので、合わせずれを更に高い精度で測定することが
できる。
【００５６】
また、配線及び開口の各組において配線の端縁と開口との間の距離が最小線幅の１／５ず
つ互いに異なっていれば、この最小線幅の１／５の精度で合わせずれを測定することがで
きるので、半導体装置の動作に支障がない妥当な精度で合わせずれを測定することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願の発明の第１参考形態における合わせずれ測定パターンの平面図であり、合
わせずれが生じていない状態を示している。
【図２】第１参考形態における合わせずれ測定パターンの平面図であり、合わせずれが生
じている状態を示している。
【図３】本願の発明の第２参考形態における合わせずれ測定パターンの平面図であり、合
わせずれが生じていない状態を示している。
【図４】第２参考形態における合わせずれ測定パターンの平面図であり、合わせずれが生
じている状態を示している。
【図５】本願の発明の第１実施形態における合わせずれ測定パターンの平面図であり、合
わせずれが生じていない状態を示している。
【図６】本願の発明の第２実施形態における合わせずれ測定パターンの平面図であり、合
わせずれが生じている状態を示している。
【図７】本願の発明の第３実施形態における合わせずれ測定パターンの平面図であり、合
わせずれが生じていない状態を示している。
【符号の説明】
１１～１５　　　配線　　　　　　１１ａ～１５ａ　端縁
２１～２５　　　開口　　　　　　３１～３５　　　配線
３１ａ～３５ａ　端縁　　　　　　３１ｂ～３５ｂ　低抵抗部
３１ｃ～３５ｃ　高抵抗部　　　　４１～４５　　　配線
４１ａ～４５ａ　端縁　　　　　　４１ｂ～４５ｂ　低抵抗部
４１ｃ～４５ｃ　高抵抗部　　　　５１～５５　　　開口
６１～６５　　　開口　　　　　　７３　　　　　　配線
７３ｂ　　　　　低抵抗部　　　　７３ｃ　　　　　高抵抗部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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